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飯田国道事務所からのお知らせ 
 

地域と連携した 

緑の道づくり 

国土交通省 中部地方整備局 

飯田国道事務所 
 
〒３９５－００２４ 
長野県飯田市東栄町３３５０番地 

電   話 (0265) 53-7200（代表） 
ファックス (0265) 53-7210 
Ｅ-メール cbr-iikoku@.mlit.go.jp 

1.　概要

　国土交通省では、毎年８月を「道路ふれあい月間」とし、期間

中の行事の一環として、永年にわたり道路の美化活動等にご尽力

いただいた団体に対し、その功績・功労をたたえ表彰を行ってい

ます。

 　　 　飯田国道事務所では、道路功労者表彰の受賞団体に対して、

（公社）日本道路協会からの表彰状の伝達式を行います。

２.　受賞団体名称、伝達式の日時及び場所

　　　　  道路功労者表彰（公益社団法人日本道路協会表彰）

　　　　 　  　・受賞団体：根羽村
ね ば む ら

に花木
か ぼ く

を育
そ だ

てる会
かい

　・日　　時：平成２８年８月２６日（金）１０時００分

　・場　　所：根羽村役場

　　　　　　　（長野県下伊那郡根羽村１７６２）

３.　配布先　　　

４.　問い合わせ先　　

　　　国土交通省中部地方整備局　飯田国道事務所

　　　　　　　副所長（管理）　野田
の だ

　茂樹
し げ き

　　　　　　　管理第一課長　　伊藤
い と う

　正人
ま さ と

TEL　0265-53-7200　　　FAX　0265-53-7210

Ｅ-Mail　：　cbr-iikoku@mlit.go.jp

「道路功労者表彰」伝達式

　　　 飯田市役所記者クラブ

道路愛護に貢献された
～「根羽村に花木を育てる会」～

の方々が表彰されます 

 

 



【受賞団体の紹介】

団体名
活動内容
活動延長

構成人数
活動開始

説明

【団体活動場所】

【団体活動の様子】

根羽村に花木を育てる会
法面等の除草
１１．５ｋｍ

活動場所
根羽村内の１５３号

約１５０名
平成１７年６月（ボランティアサポート団体登録）

　本団体は昭和５９年から根羽村内の国道１５３号の歩道や法面の清掃・除草を広範
囲にわたり行っており、また法面・植栽帯に植樹された花桃（ハナモモ）の木やアジサ
イ・ツツジ等を管理されています。
　本団体の活動による良好な道路景観の維持は、国道を通行する多くの道路利用者
に道路への親しみや愛着をもたせることとなり、道路愛護の啓発に多大な貢献をされ
ています。



（資料）

【（公社）日本道路協会による道路功労者表彰】

　（公社）日本道路協会は、国内外の道路の果たす多様な役割を通じて
国民生活に不可欠な道路政策のあり方を研究し、道路に関する知識の普
及、道路及び交通の発達を推進することを目的として、昭和２２年に発
足した公益社団法人です。
　各種事業活動の中で、昭和２６年より「道路功労者」表彰制度を設け
道路事業に貢献され、その功績が顕著な団体又は個人を表彰しておりま
す。
　飯田国道事務所管内では、国道１５３号の道路愛護・美化環境に顕著
な功績があった「根羽村に花木を育てる会」さまが受賞されました。

【ボランティアサポートプログラム】

　道路を慈しみ、住んでいるところをきれいにしたいという自然な気持ち
を、形あるものにしよう と考え出されたのが、 「ボランティア・サポー
ト・プログラム」です。アメリカでの、ボランティアの人たちが道路を我
が子のように面倒を 見ている「アダプト・ア・ハイウェイ・プログラム」
からヒントを得ています。
　飯田国道事務所では、地域や企業の皆さんに道路の美化清掃に参加して
いただき、皆さんとともに快適な道づくりを進めます。
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